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関西電力送配電株式会社における 

定期電圧測定の未実施に係る経済産業省からの報告徴収の受領について 

 

当社子会社の関西電力送配電株式会社（以下、関西電力送配電）は、電気事業法に基づく定期電圧測定の一部を

実施していなかったことが判明し、昨日、経済産業省から報告徴収を受領しました。 

 

定期電圧測定は、毎年、近畿経済産業局から指定された期間に適正な電圧で電力を供給できているかを測定する

業務で、関西電力送配電が測定対象箇所を選定のうえ、当該箇所に供給する電圧を測定し、その結果を３年間記録・

保存することが義務付けられています。 

 

今回、大阪府内の配電営業所において、２０２２年度分の定期電圧測定を実施していないことを確認しました。

これを受けて、詳細な調査を進める中で、当該配電営業所では、記録が保存されている過去３年間において測定結

果を不適切に上位機関である電力本部に報告していたことを確認しています。 

 

 本件は、法令遵守ができていなかったものであり、深くお詫び申し上げます。 

 当社および関西電力送配電は、本件を重く受け止め、関西電力送配電において早急に詳細な事実確認を進めると

ともに、原因究明と再発防止対策を策定・実行してまいります。 

 

 本件について、今後、開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 

別 紙：定期電圧測定の概要（関西電力送配電による報告） 



定期電圧測定の概要について

関西電力送配電株式会社

別 紙



1定期電圧測定の概要

関係法令 条文

電気事業法 第二十六条（電圧及び周波数）
１ 一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で
定める値に維持するように努めなければならない

～略～
３ 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧
及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない

電気事業法施行規則 第三十九条（電圧及び周波数の測定方法等）
法第二十六条第三項（中略）の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲
げるものとする
１ 測定は、別に告示※するところにより選定した測定箇所において行うこと
２ 測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長
（中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。）が指定する期間において1
回、連続して24時間行うこと

３ 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする
～略～

三 測定の結果の記録は、三年間保存すること

○ 定期電圧測定は、電気事業法に則って、毎年近畿経済産業局（以下、近経局）より指定された
期間に電圧を測定する業務

○ 測定対象は、変電所単位で１箇所以上の需要家（お客さま）
○ 測定結果は、３年間保存する必要がある

※変電所からの引出しに係る配電線路により標準電圧100[V] 200[V]で電気を供給する需要家のうちから一箇所以上の需要家を任意に抽出



2定期電圧測定までの流れ

近経局 本店 電力本部 配電営業所 協力会社

【実施内容】
・測定期間の通知
・報告期日（2023年3
月）の通知
・対象リストの作成・通知

【実施内容】
・測定期間の通知
・報告期日（2023年3月)
の通知

【実施内容】
・対象リストから測定対象箇
所（計器）を選定
・測定作業の発注

【実施内容】
・測定を実施

○ 前頁の法令に則り、毎年６月上旬に近経局から当社へ電圧測定期間の指定通知文が送付される
（2022年度の電圧測定期間）

2022年6月20日から9月19日まで、または、12月1日から2023年2月28日まで
○ 通知文受領後、本店から電力本部を通じて配電営業所に定期電圧測定を依頼
○ 配電営業所は、測定対象箇所を選定し、協力会社へ工事手配を実施
○ 協力会社は、指定された測定箇所の計器で定期電圧測定を実施

依頼 依頼 発注通知

◆定期電圧測定にかかる業務フロー



3定期電圧測定の方法

測定ユニット取付け 測定データ抽出 報告帳票作成

指定期間内で任意（上期６～９月、下期12～２月） 全測定完了後（３月）

 厳密な検討（構内の配線消費：変圧器ロス等を加味）すると、事務局案１´より、案５が相応しいことが以
下の例で説明できるため、参考として記載

● 考察（参考）

その他
負荷

構内Ｌ
又は代替式Ｘ

変圧器ロス： １ｋＷｈ
蓄電池ロス：１０％

ＳＴＥＰ２ 蓄電池から放電した電力
を、その他負荷で消費

ＳＴＥＰ１ 系統から蓄電池を充電

100.0

0.0
▲１

▲１ ▲１ ▲１（22kV/6kV）
（6kV/0.2ｋV） （6kV/0.2ｋV）

98.0

88.2

▲9.8（ロス）

手法 接続課金対象電力量

案１´ 蓄電池Ｌ×ロス率＋構内Ｌ＝ 98.0×10％ ＋ 86.2 ＝ 96.0 

案５ 蓄電池Ｌ×ロス率＋代替式＝ 98.0×10％ ＋｛（100.0-98.0）＋（88.2-0.0）} ＝100.0

⇒ 構内Ｌを使用せず、代替式で算定すると構内の配線消費がその他負荷に加算されるため、案５より適切に計量
が可能

※本例では、系統から吸いこんだ電力量を、全て屋内消費で使用しており、課金対象電力量は100が適切である
しかしながら、実際に構内Ｌに設置した計器を用いた場合は、構内消費が計量されないため、送配電の持ち出しとなる

○ 測定箇所（需要家計器箇所）へ電圧測定ユニットを取付けし、測定開始
○ 連続24時間以上測定後、電圧測定ユニットを取外し、測定データを抽出
○ 測定データを基に、帳票作成ツールにより報告帳票（様式Ａ及び様式Ｂ）を自動作成

電圧測定ユニット 電圧測定ユニット

様式Ａ及び様式Ｂ

帳票作成ツール



4（参考）様式Ａ（個別測定結果）

測定データより結果グラフを
自動作成

測定データより期間内の最大
最小電圧値を自動抽出



5（参考）様式Ｂ（測定一覧）

様式Ａの測定結果を集約したもの



6定期電圧測定結果の報告

○ 配電営業所は、電力本部へ様式Ｂ（測定一覧）を報告
○ 電力本部は、各配電営業所の様式Ｂを集約し、様式Ｃ（所別測定一覧）を作成、本店へ報告
○ 本店（配電部）は、様式Ｃを集約し、様式Ｄを部内報告
○ なお、報告期日となる３月に配電営業所から未報告の場合、電力本部にて報告督促を実施

配電営業所 電力本部 本店

【実施内容】
•電圧基準値逸脱の有無を確認
•様式Ａを役職者へ回付し、３年間保管
•様式Ｂ（測定一覧）を報告

【実施内容】
•各配電営業所から報告された様式Ｂを
集約し、様式Ｃを自動作成
•様式Ｃを報告

【実施内容】
•各電力本部から報告された様式Ｃを集
約し様式Ｄを作成
•当該年度の測定結果を業務所管箇所
で供覧

報告

様式Ｂ

様式Ａ

承認

様式Ｂ

様式Ｃ

承認

様式Ｃ

様式Ｄ

報告

今回、不適切に報告

今回、作成していない


